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経営を構成する８大要因その６は組織対策 
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これまでに申し上げた８大要因は、取扱う商品、製品、サービスと顧客対策という大きな要素

（経営全体の８０％）を占めると解説してきましたが、残る２０％は、それらを運営するために

要員の確保と配置が合理的になされることと、その為に要員の教育訓練や処遇が正しく行わなけ

ればなりません。 
特にお客から好かれ、気に入られ、喜ばれて忘れられないようにする為の教育訓練は社長の 

重大な任務であります。ランチェスター経営戦略ではこれを組織対策と位置づけています。 
次いで、その７は資金配分と調達を司る財務対策で効率よく資金を調達し、有効に設備投資や

運転資金にバランス良く余裕を持って回転を図ると共に、不要不急の資金にも対処できるよう 
長短期の経営計画と相俟って、盤石の財務体質を築いておくことが経営者の使命と言えるでしょ

う。 
 
以上述べてきたように、７つの要因がもし同業他社と同等の実力である場合は、残る要因は時

間戦略が決め手とされています。つまり、物理的に経営効率を良くする為の多時間投入は言うま

でもなく、逆に営業時間を短縮してでも売上高を増加させる方法や、日中長時間営業の場合、２

交代から無交代にして既存顧客の顧客満足度を上げたり、社員の交代による非効率ロスを無くす

等の有効時間戦略の他、本来経営力＝経営資源×人的能力×時間²という定説もあり、また個人

の実行力＝質３０％＋時間７０％という説もあります。 
また飛行機の離陸時には安定飛行時の３～３.５倍のパワーが必要とされていますし、次回は

効率よく時間を活かす為のアイビーリーの２５,０００＄のハウツーについて解説します。 
このようにして、経営を構成する８大要因を個々に見るだけでなく、全体での調和が図られな

ければなりません。その意味でこれらを一表にまとめ、全体を俯瞰するとともに、個々の要因に

ついては、ＳＷＯＴ分析をかけて足らずを補い、良きを伸ばすというのが「Ｌａ.Ｍａ.Ｓ」の大

きな特色であります。 
即ち、企業内部の各要因毎に強み・弱みを抽出すると同時に、社外環境で成長機会となる要因

と阻害（脅威）要因を予測可能な範囲で抽出して、自社の現状分析をまず忠実に行うことが肝要

であり、これを着実に行うことが出来なければ、問題点の改善によって企業存続発展に貢献する

芽を摘むことになりかねないので、「Ｌａ.Ｍａ.Ｓ」の活用はあなどれないことになります。 
因みに「Ｌａ.Ｍａ.Ｓ」の概略図を次葉に添付しますので、ご活用または疑問の向きは是非 

お申し越し下さるようお願い致します。 
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平成２６年４月１日から消費税率が８％に引き上げられましたが、同時に住宅を取得する際の税負担を

軽減するための様々な措置が取られています。今回はそれらの措置のうち「住宅ローン控除」と「すまい

給付金」についてご紹介いたします。住宅購入をご検討の方は、ぜひ忘れずこれらの制度をご活用くださ

い。 

①住宅ローン控除の控除限度額拡大 

 平成２６年４月１日から平成２９年１２月３１日までに住宅を取得した場合の住宅ローン控除限度額

が、居住開始年から１０年間で最大４００万円（年間で最大４０万円）まで拡充されます（従前：１０年

間で最大２００万円、年間で最大２０万円）。また、所得税から控除しきれない残額については、住民税

から最大１３万６,５００円（従前：最大９万７,５００円）が控除されます。 

 また、認定住宅（耐震性・省エネ性に優れた、一定の要件を満たした住宅）に係る住宅ローン控除限度

額についても、同様に１０年間で最大５００万円（年間で最大５０万円）まで拡充（従前：１０年間で最

大３００万円、年間で最大３０万円）されるほか、バリアフリー・省エネ・耐震などのための改修工事を

行った場合にも税額の軽減措置が設けられています。 

②「すまい給付金」制度の開始（※注意！税制ではありません。） 

 一定の年収要件等を満たす住宅取得者に対して、最大３０万円を給付する新制度「すまい給付金」の申

請受付が始まりました。すまい給付金の給付額は、家族構成や年収に応じて、下図の計算式により計算さ

れます。なお、下図の給付額は消費税率が８%である場合であり、今後、消費税率が１０%に引き上げら

れた場合には、給付額や適用要件が変わる予定となっています（※適用要件や申請方法等の詳細は、すま

い給付金のホームページ http://sumai-kyufu.jp/ をご覧ください。もらえる給付金額のシミュレー

ションもできます）。 

 【給付額】 

  給付額 ＝ 給付基礎額 × 登記上の所有権の持分割合 

 

給付基礎額 収入額の目安 都道府県民税の所得割額 
３０万円 ４２５万円以下 ６.８９万円以下 
２０万円 ４２５万円超 ４７５万円以下 ６.８９万円超 ８.３９万円以下 
１０万円 ４７５万円超 ５１０万円以下 ８.３９万円超 ９.３８万円以下 

※扶養対象となる家族が１人（専業主婦・１６歳未満の子）で、夫は給与所得者である場合。 
（記事担当：松尾） 
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住宅購入前に知っておきたい 

「住宅ローン控除」と「すまい給付金」 

http://sumai-kyufu.jp/


 

尾上会計事務所では、会社運営のあらゆる場面で必要な「ビジネス文書」の書式を Word または Excel
のデータでお渡しするサービスを始めます。書式は下記の５つの分野で合計２,３００書式あり、さまざま

なケースに対応できる書式が揃っています。データでお渡ししますので編集も可能です。 

☆ビジネス文書…社内文書（福利厚生、社内連絡、業務運営）、社外文書（社内案内、商取引 
慶弔見舞）、メール文例（社内、社外、英文） 

☆契約書…売買、貸借、譲渡、贈与、委任、労働、請負、合併 他 

☆内容証明…土地・建物の貸借、不動産売買、金融取引、会社運営、トラブル 他 

☆会社規定…経営、人事、総務、業務、管理、建設業 

☆各種申請書・届出書…労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、協会けんぽ、警察署 
国土交通省、法務局 

データはメール添付または監査時に持参してお渡しすることが可能です。ご希望の際は監査担当者まで 
ご連絡下さい。 

情報 

情報 
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ビジネス書式、無料にて差し上げます！ 

 ３月は最も多くの企業の決算が集中する時期です。当事務所でもその申告期である５月に向けていわゆ

る繁忙期に当たり、最も業務が集中する時期の一つでもあります。 
 ではなぜ、３月決算の企業が多いのでしょうか。主な理由としては、国や地方公共団体の予算編成期

間が４月～３月であることや、それに合わせて上場企業に３月決算が多いことなどから、決算＝３月と

いうイメージで決めてしまっているケースもあるのではないでしょうか。 
 決算期の決め方としては、繁忙期ではないこと、売上が最も上がる月の前がよいと言われています。（顕

著な上下動があったとしても残りの月で調整できるため。） 
 もし会社にとって今の決算期が都合が悪いという場合は、決算期を変更することが可能です。ただし、

変更した期は１年未満で決算・申告を行うことになりますので、利益計画を含めて綿密なシミュレーシ

ョンが必要です。尾上会計事務所までご相談下さい。 

決算期について 




